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１【提出理由】

2026年６月26日の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。

 
２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年６月26日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金 12円00銭　　総額111,701,412円

ロ　効力発生日

2026年６月29日

第２号議案　定款一部変更の件

事業環境の変化に機動的に対応し、迅速かつ的確な意思決定を行うため、取締役の員数の上限を、

12名から11名へ変更するものであります。

第３号議案　取締役７名選任の件

取締役として、久保好永、向原政昭、野口貴博、西　謙一、迫田浩治、村澤貴史、石橋三千男を選

任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、大松洋二を選任するものであります。

第５号議案　当社取締役及び執行役員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件

第６号議案　当社株式の大規模買付行為等に関する対応方針(第九回買収防衛策)の導入及び第九回買収防衛策の

対抗措置としての新株予約権の無償割当ての決定権限を取締役会に委任する件

第７号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

第１号議案 68,898 1,356 0 (注)１ 可決 97.35％

第２号議案 68,418 1,836 0 (注)２ 可決 96.67％

第３号議案       

　久保好永 63,080 7,174 0

(注)３

可決 89.13％

　向原政昭 64,680 5,574 0 可決 91.39％

　野口貴博 64,680 5,574 0 可決 91.39％

　西　謙一 68,497 1,757 0 可決 96.78％

　迫田浩治 68,494 1,760 0 可決 96.78％

　村澤貴史 68,494 1,760 0 可決 96.78％

　石橋三千男 64,683 5,571 0 可決 91.39％
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決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

第４号議案       

　大松洋二 68,587 1,667 0 (注)４ 可決 96.91％

第５号議案 65,883 4,371 0 (注)２ 可決 93.09％

第６号議案 61,276 8,978 0 (注)１ 可決 86.58％

第７号議案 63,969 6,285 0 (注)１ 可決 90.38％
 

(注) １　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の

３分の２以上の賛成による。

３　議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の

５分の３以上の賛成による。

４　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議決権の賛成、反対及び棄権の確認がで

きた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、

本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算して

おりません。

 

以上
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